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墜落・転落災害撲滅キャンペーン ８月１日～９月10日 「手すり」を確認！ フルハーネス型安全帯を適切に使用！

令和８年度に向けた神奈川県及び横浜市の
予算要望ヒアリングに出席した

６月12日（木）午後、神奈川県庁において、自由民主党
神奈川県支部連合会の建設グループの県議会議員に対して､
石井理事長、辻・村岡高幸両副理事長、小原・村岡正樹・
糀・小泉各支部長が、「鉄骨製作図承認遅延問題に対処す
る取り組みについて」、要望活動を行った。

また、６月24日（火）午後、横浜市役所において、自由
民主党横浜市支部連合会の横浜市会議員に対して、小原横
浜支部長、加藤卓郎相談役、辻副理事長、青柳理事及び加
藤敦史理事が、同趣旨の要望活動を行った。
要望内容は、次のとおり。
ファブ業界にとって鉄骨製作図承認遅延問題は、製作工

程が混乱し、残業等の余分な費用が発生しても、請求でき
ないという実態があり、長年の課題であった。

これに対し、全構協が2024年４月に「鉄骨製作図問題の
是正・解消に向けた要望書」をまとめ、全構協をはじめ各
県組合が行政や業界団体等に要請活動を展開した。

第２弾として、個々のファブが注文者と対等な立場で交
渉できるよう、全構協が「ファブを守る鉄骨製作図の契約
と法令」を作成した。また、ファブが鉄骨製作を受注する
際、図面に関して注文者に強く主張できるよう、細かい取
り決め事を明文化した「見積条件書特記事項」という全構
協統一書式を作成し、すべての全構協構成員が使用するよ
うに取り組んでいる。
行政においては、ファブ業界の実態や

取り組みをご理解いただき、注文者である
行政や業界団体等にご指導いただきたい。

これに対し、両議会とも、｢注文者の理解度は？受け容れ
てもらえそうか｣｢働き方改革､人材不足との関連｣｢国土交通
省への要望活動｣などについての質問が出て、組合から補足
説明を行った。
国土交通省へは上部団体である全構協が対応し、理解して

いただいており、ゼネコンも国土交通省の指導によりある程
度認識はしていただいているが、地方行政からさらに
指導していただきたい旨要望した。
また、注文者（行政など）が受注者(ゼネコンなど)

に前渡金を支払う際に、
図面の承認を条件にし
たらどうかなどのご提
案もいただいた。

横浜市議会

神奈川県議会

職場における熱中症対策が６月１日に義務化されました。 詳しくは002215758.pdfを検索！
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月刊かながわ鉄構協ニュースは組合のホームページにも 毎月掲載しています。印刷して回覧してください。

賛助会員だより Part2 No.27 全ての人に感謝され、喜んでもらえる企業

株式会社サーテック
代表取締役：佐藤昌太郎

取締役：佐山 夏基
本社：〒242-0016

大和市大和南1-7-3
TEL:046-259-5280
FAX:046-259-5281
E-mail：s.sato@satecinc.net
HP    :http://www.satec-inc.jp
事業内容：
鉄骨原寸・鉄骨製作・製作管理・
スタッドジベル施工

【担当者からのコメント】
貴組合員様におかれましては、ますますご清栄のこととお

慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申
し上げます。

このたび、賛助会に入会させて
いただき、誠にありがとうござい
ます。

「全ての人に感謝され、喜んで
もらえる企業」を経営理念に掲げ、
皆様に喜んでいただけるよう、
最適なサービスに向け全力で取り組んでまいります。

今後とも、皆様方のご支援をお願い申し上げます。

役員会だより（７月24日開催）

・特定技能外国人材の受入に関する手続きを行って
ください。(組合員には7/8と7/28にメールでお知らせ済み)

・全構協の業界動向調査が７月24日～８月22日実施
されます｡ご協力をお願いします｡(29日に配信済み)

・６月26日開催の全構協関東支部会において、石井
理事長が副支部長に選任されたことが報告された｡

栁川宜満理事（㈲栁川鉄工所）が辞任されました
令和７年６月26日付けで、一身上の都合により

辞任したい旨の届が理事長あてに提出されました｡
令和４年４月から令和７年６月まで３年あまり

ＲＪＮグレード部会長として、また併せて理事と
してご活躍いただき、ありがとうございました。

なお、定款上問題がないため、後任は置かず、
残った理事15名の体制で取り組んでいきます。

令和７年度後期工場審査について
対象社は、評価対象期限が2026年３月31日または

５月31日のファブです。
今年度後期より、通常の審査期間（神奈川県は１月

19日～２月13日）に加え、12月にも審査期間が設定さ
れ、受審が希望できます。（12月８日～25日)
また、５年前の前回受審時と比べて、申請受付期間

が一月前倒しになっています。(10月31日締切)
近々、ご希望を伺いますので、自社が対象か確認を

し、準備を始めておいてください。
なお、申請受付期間の一月前倒しに合わせて、事前

研修会を10月上旬に開催する予定です。
【申請書及び申請書記入例】
https://www.zentetsuhyo.co.jp/application/download.html
【品質管理責任者に関する報告書等】
https://www.zentetsuhyo.co.jp/application/change.html
【申請書チェックリスト】
https://www.zentetsuhyo.co.jp/member/kakuken/kakuken.ht
ml
【基準マニュアル集】
https://jsfa-web.jp/members/techinfo/kijunmanual/
IDやパスワードがわからない場合は、組合事務局にご
連絡ください。
＜他に注意すべき点＞

〇申請工場の管理技術者等に変更があれば、早急に変
更届を提出してください。変更届の様式がお手元に見
つからない場合は、組合事務局に連絡してください。
なお、品質管理責任者講習修了書の貼付は、2027年度
から必須です｡(それまでは貼付なしでも大丈夫！）
〇変更届が提出されていない（更新）申請書は、原則
として全鉄評は受け付けません。


